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蜂刺され災害の防止について   

林業においては、毎年蜂刺されによる死亡災害が発生しているところである  

が、今般、この防止対策の促進のため 

添のとおり各都道府県に送付されたところである。了知の上、関係事業場に対  

して、蜂刺され災害防止にかかる指導を行うに当たっての参考とされたい。   



学  務  連  絡  

平成17年10月4日  

各都道府県   

林業労働対策（労働安全衛生）担当課長殿  

林野庁経営課   

林業労働対策室長  

蜂死傷災害の防止について   

蜂刺されによる災害の防止については、各都道府県において、蜂毒に  

対する認識及び危険性の普及啓発、安全対策の指導が行われて串ります  

が、平成16年においては、不幸にして、2件の蜂刺されによる死亡災  

害が発生しております。（．別紙参考1）   

蜂刺され災害を防止するためには、防蜂網等の保護具着用等の対策が  

効果的であるものの、万が一、刺され、アナフィラキシーショックを発  

現した場合は、一刻も早い手当が必要となります。   

こゐ救急処置の補助治療剤として、エビネプリン注射液（自動注射器）  

が平成15年8月に、厚生労働省から認可され、これまで28件の蜂刺  

されに対する使用例が報告されており、使用者全員が回復し、その有効  

性が裏付けられております。（別紙参考2）   

このことから、蜂刺されによる災害を防止するため、蜂毒に対する普  

及啓発、防蜂網等の 

射器の導入等に対する支援措置の拡充について、地方交付税措置による  

「森林整備担い手基金」の活用等により、積極的な取組をお願いします。  

担当：見上、小筒  

駄 03－3502－8111（内6132）  

03」3502－1629（直通）   



別 紙  

参考1  

平成16年 林業の死亡災害事例速報  
平成17年3月28日現在  

（林材業労災防止協会）  

番号  作業区分  匝道朋  性別  年齢  経験年 数  発生月日  発生時間  事故の概要  

被災者は同僚5名とともに下刈作業を行っていたと  
ころ、左手甲をスズメパテに刺された。刺された後、  
同僚と通勤／ミスまで20mを歩いて行き、抗ヒスタミン  

造林  剤を飲もうとしたが吐いてしまった。近くの民家から 電話で救 急室を要諦し、通勤バスでヾ救急車と出会う  
17  

刺され）  停止したような状態であった。刺されてから約1時間  
後に病院に看き医師の治療を受けたが、アナフィラキ  
シ‾ショックにより死亡した。被災者は事故の3日前  
にも別の現場でハチに刺され、気分が悪くなり、早め  
に帰宅しているh  

被災者は夫婦二人で、森林組合から受託した下刈作  
業を行っていた。昼休み後作菜をはじめてすぐに蜂の  
巣（土中）に遭遇し、スズメバチに刺された。ニ人で  

造林  すぐに下山を始めたが、被災者が途中で意識が薄れて  

刺され）   
21  

電話 で森林韓合に連絡し、救急賓を要請した。組合職員と 救急隊員が現地に到着後すぐに被災者のところに向 か 
ったが、既に意識が無く呼吸、脈拍も無かった。   

参考2  

エビペン注射液使用例 一覧  

平 ■17 8月31日現在  

使用理由  
計 

蜂刺され  食物アレ ルギ一等  誤注射等  確認中   

使用例  28   8   4   41   

有効性  26   8  34  

判定不能   2  2  

不明  4   5   

‾ヽト   


